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Ｇ７札幌気候・エネルギー・環境大臣会合が札幌市で

開催されますので、４月14日（金）～４月16日（日）
までの間、札幌市内でのドローンの飛行自粛をよろしく

お願いします。

※ ドローン等の飛行には、「航空法」と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行

の禁止に関する法律」が適用（北海道内の対象施設は、北海道警察ホームページに掲載）

～北海道警察からのお願い～
ドローンを飛行させる場合は、以下のルールを守って飛行させてください。


